
平成 22 年度運輸安全マネジメントに関する取り組み 

 

東濃鉄道株式会社では、運輸安全マネジメントの導入に伴い、社長以下全従業員が一丸となっ

て、輸送の安全を確保するため、以下のとおり取り組んでまいります。 

 

１．輸送の安全に関する基本的な方針 

（１） 安全輸送が当社の最大の使命であり、安全の確保を最優先にします。 

（２） 安全に関する現場の声をいかして安全の確保に努めます。 

（３） 輸送の安全の確保に向けた安全対策については絶えず見直しを図り、輸送の安全性向

上に努めます。 

 

２．輸送の安全に関する重点施策 

（１） 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識を徹底し、関係法令及び安全管理規程

に定められた事項を遵守します。 

（２） 輸送の安全に関する要員確保及び必要な支出や投資を積極的かつ効率的に行うように

努めます。 

（３） 輸送の安全に関する内部監査を行い、必要な改善措置を講じます。 

（４） 輸送の安全に関する必要な情報を全社員が共有できる連絡体制を確立します。 

（５） 輸送の安全に関する教育及び研修に関し具体的な計画を策定し、これを的確に実施し

ます。 

 

３．当社が第一当事者である自動車事故報告規則第２条に規定する事故件数 

       平成 2１年度(平成 21 年 4 月～平成 22 年 3 月) １件 車内事故 

 

４．輸送の安全に関する目標 

・ 輸送の安全の確保が最も重要であるという意識の徹底を図り、お客様に安心して 

ご利用いただけるよう、重大事故件数を０件、有責事故件数で４０件以内（前年４６件）

を目標とします。(特に車内事故根絶を目標とする。) 

 

５．輸送の安全の確保に関する投資 

・ 安全性向上のため車両更新 ２２年度９両 ２３５百万円、デジタコの導入１３百万円、

安全教育費１３０万円、定期健康診断、社内無事故表彰、アルコール検知器他 

 

６．輸送の安全に関する計画並びに輸送の安全に関する教育及び研修の計画 

・［別紙(１)］のとおりです。 

 

７．輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統 

・［別紙(２)］のとおりです。 

 

８．事故、災害等に関する報告連絡体制 

・［別紙(３)］のとおりです。 



［別紙（１)］ 

●輸送の安全に関する計画並びに輸送の安全に関する教育及び研修の計画 
 

１．輸送の安全に関する計画 
 

（１）安全に関する運動の展開 

①春の全国交通安全運動 (４月中旬･１０日間） 

②車内事故防止キャンペーン (７月･１ケ月間） 

③夏の交通安全県民運動（７月中旬･１０日間） 

④秋の全国交通安全運動（９月下旬･１０日間） 

⑤年末年始交通安全県民運動及び自動車輸送安全総点検(12 月中旬～翌年 1 月中旬） 

全国、県民の交通安全運動に参加し、交通安全意識を高めます。 
 

（２）安全に関する会議・委員会 

①所長会議・・・・・本社課長以上の役職者、全営業所長を中心に、月１回開催します。 

②事故防止委員会 ・・経営トップ、本社スタッフ、全営業所長及び組合役員を中心に、事

故防止をはじめとする安全管理を目的として、状況集約と評価、対策

の決定を行うため、３ヶ月に１回開催します。 

また、事故の原因究明と再発防止策の取り組みは、毎月開催します。 

③運行管理者会議 ・・本社運行管理担当と営業所運行管理者による、安全管理についての

意見交換を行います。 

④整備管理者会議 ・・本社整備管理担当と営業所整備管理者による、車両の整備実績や計

画確認などの意見交換を行います。 

⑤営業所内会議  ･･ 営業所長は、所属乗務員を集め安全に関する内容を伝達し、徹底方

につとめます。 
 

（３） 安全を目的とした巡視及び指導 

①経営トップによる ･･年４回以上、適時行います。 

営業所巡視 

②営業所巡回指導 ･･担当役員、本社スタッフ、組合役員による各営業所への巡回と指導を

適宜行います。 

③添乗指導  ･････交通安全運動期間を中心に実施します。 
 

（４）輸送の安全に係わるその他の施策 

①ヒヤリ・ハット情報の収集活用・・情報を体系的に収集、分析評価及び活用。 

②デジタコを活用した 

安全運転指導･･デジタコデータによる運転士個別の安全運転指導。 

③ＳＤカードの取得･･全役員・従業員の事故･違反歴の情報取得。 

④飲酒運転撲滅策･･㋐アルコール検知の徹底（毎日の始･終業点呼時及び出先点呼時）。 

                    ㋑本社役員･担当スタッフによるアルコール検知器のデータ確認(随時)。 

⑤運転免許証期限切れ   ㋐検知器による免許証内容の確認(毎日の始業点呼時)。 

     と不携帯防止策 ･･ ㋑ネックホルダーを利用した免許証保持の確認 (勤務時間中)。 
 

２． 輸送の安全に関する教育及び研修の計画 
 

（１）乗務員研修 

①運転士集合教育 ･･･運転士全員を対象に、接遇も含めた研修会。 

②新人運転士教育 ･･･新人運転士に対し、その都度。 

③事故惹起者教育 ･･･特に注意を要する事故惹起者。 

④事故防止研修会 ･･･事故惹起者全員を対象。 
 

（２）管理者研修 

    運行管理者研修 ･･･外部講師による管理者講習を受講。 



［別紙（2）］

東濃鉄道株式会社

運行管理者補助者

班長

運転士

　　　　　　　　　　　　　　2．営業所における安全に係る指揮命令系統

事故防止委員会

営業所長
(統括運行管理者)

運行管理者
整備管理者

多治見営業所 可児営業所

名鉄自動車整備
ＵＤトラックスジャパン

恵那営業所 小牧営業所

運行管理部

取締役営業本部長
(安全統括責任者)

土岐営業所

　　　　　　　　　　　　　　１．組織体制

輸送の安全に関する組織体制及び指揮命令系統

取締役社長



［別紙（3）］

取締役社長

→

(受託路線)

→
乗務員
事故現場

最寄消防署・救援

運行管理部
事故防止委員会事務局

→

東濃鉄道株式会社

運輸支局
整備（保安）担当

乗合営業部 貸切営業部

関係市町村 営業所

営業所長
統括運行管理者
運行・整備管理者

自動車整備会社

　　　　名鉄バス㈱
　　　　　春日井営業所

最寄警察署

事故、災害等に関する報告連絡体制

取締役営業本部長
(安全統括責任者)

取締役管理本部長

取締役総務部長

中部運輸局
保安・環境課
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